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〈電気工事等の業務の適正化に関する法律〉

○電気工事業の業務の適正化に関する法律の内容や法令につきましては、下記の経済産業

省商務流通保安グループのホームページをご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/in_el.html

○電気工事業の業務の適正化に関する法律に基づく、各種申請や届出の窓口は、事業所の所

在する市町村を管轄する各総合振興局及び振興局産業振興部商工労働観光課指導保安係又

は商工係です。小樽市内の事業所は後志総合振興局小樽商工労働事務所となります。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/gyosei/shicho/index.htm

〈電気用品安全法〉

○ 電気用品安全法の内容や法令につきましては、 下記の経済産業省のホームページをご覧

ください。 経済産業省商務流通保安グループ製品安全課、電力安全課、北海道経済産業局

産業部消費経済課が所管しております。

なお、電化製品等の事故情報、注意事項なども掲載されておりますので是非ご覧下さい。

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/index.htm

また、独立行政法人製品評価技術基盤機構（略称：ＮＩＴE「ナイト」）においても家電製品等の

製品事故、 社告、 リコール等の情報も掲載されておりますのでご覧下さい。

東京都渋谷区西原２－４９－１０

０３－３４８１－１９２１

http://www.nite.go.jp/index.html

○電気用品安全法に基づき、各種電化製品を販売する販売店の所在する支庁産業振興部商

工労働観光課指導保安係、権限委譲市町は、ＰＳＥマークを付けいていない電化製品を販売し

ないよう、販売店に立ち入り検査をおこなっています。

なお、同マークの表示に関しての疑義・質問、電化製品の事故情報などは上記、経済産業省

、北海道経済産業局が窓口となっておりますのでよろしくお願い致します。

経済産業省商務流通保安グループ製品安全課

東京都千代田区霞が関１－３－１

０３－３５０１－４７０７（直）

北海道経済産業局産業部消費経済課製品安全室

札幌市北区北８条西２－１－１札幌第一合同庁舎５階（札幌駅北口のビル）

０１１－７０９－１７９２（直）

http://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/law/in_el.html

